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緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会報告書「位置情報プライバシーレポート ～

位置情報に関するプライバシーの適切な保護と社会的利活用の両立に向けて～」（案）に関し、別

紙のとおり意見を提出します。 

 



別   紙 

頁 項目 該当部分 意見 

14 ２.（2）③ 電気通信事業者協会における検討（電気通信事業者から

提示された課題）携帯電話事業者の保有する運用データ等

の利活用については、総務省情報通信審議会において議論

が行われ、その重要性が指摘された。その結果、審議会の答

申（「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」

（平成 24 年７月 25 日答申））により、運用データ等について

は、個人情報等に配慮しつつ活用するための検討の場の設

置や街づくり・防災等への利活用のためのガイドライン策定支

援が提言された。 

これを受けて、携帯電話事業者が保有する運用データ等

の活用の在り方、上記情報を活用するに当たって留意するべ

き事項等について関係する事業者間で検討し、その結果を取

りまとめ、発表することを目的として、平成 25 年２月、一般社

団法人電気通信事業者協会（ＴＣＡ）を事務局とする「携帯電

話事業者の運用データ等の適正な有効利用に関する検討

会」（座長：堀部政男 一橋大学名誉教授（当時））が設置され

た。同年６月まで５回の会合を開催した結果、運用データ等の

利活用に当たり、今後の検討課題として以下の課題が挙げら

れている。 

該当部分に記載のとおり、ＴＣＡを事務局とする

上記検討会においては携帯電話事業者の保有す

る運用データ等の利活用について関係者より課題

が指摘されておりましたが、この度、総務省殿によ

る各課題の検討・整理により電気通信事業者によ

る情報利活用に道筋をつけて頂き、御礼申し上げ

ます。特に通信の秘密に該当する位置情報の取

扱いに関する整理は、今後ますます発展するＩＣＴ

サービスにおいて大変重要な前進だと考えていま

す。 

なお、電気通信事業に関するパーソナルデータ

利活用に関しては、ＩＴ総合戦略本部における検討

なども踏まえ今後も検討が継続されるものと考えま

すが、世界最先端ＩＴ国家創造宣言に相応しいパー

ソナルデータの活用が電気通信事業分野でも十分

に行われるものとなるよう検討・整理していただくこ

とを期待します。 
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